
《減免後の利用料》（延長料金は午後６時00分を超える場合）

令和8年4月利用分から
一時保育利用料の減免を始めます
《対象者》 ※ただし、一時預かり（幼稚園型）の利用者を除く

１）生活保護世帯 ２）市民税非課税世帯
３）市民税・所得割額77,101円未満の世帯
４）市が特に支援が必要と認めた世帯

１）生活保護世帯 １日当り 0円
飲食費 400円
延長保育料 0円

２）市民税非課税世帯 １日当り 0円
飲食費 400円
延長保育料 0円

３）市民税・所得割額77,101円未満の世帯 １日当り 400円
飲食費 400円
延長保育料 200円

４）市が特に支援が必要と認めた世帯※１ １日当り 700円
飲食費 400円
延長保育料 200円

《減免方法》＊減免認定後の利用分から適用

①利用料減免の申請
市ホームページの
減免申請フォームからお申込みください

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/koso
date/hoikusho/ichiji/itijitekihoikujigyo.html

②利用料減免の認定

③一時預かりの利用
＊面談・利用時には、
施設へ一時保育利用料決定書を
提示してください

【問い合わせ】制度について：豊中市こども事業課 ６８５８－２２５０，２２５１
認定について：豊中市子育て給付課 ６８５８－２２５２

対象施設

豊中市

《対象施設》豊中市内の民間就学前施設、公立こども園、
ポピンズキッズルーム庄内、ポピンズキッズルーム桜の町（認可外施設を除く）

利用者

※詳細は各施設でご確認ください
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